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�愛媛県告示第２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２６年度の事業計画を、平成２６年１２月２５日次のとおり定めた。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成２６年１２月２６日、東予地域森林計画を立てた。

東予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、東予

地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２６年１２月２６日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２６年１２月２６日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部久万高原森林林業課において公衆の縦

覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２６年１２月２６日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

平成２６年１２月２６日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大川１９５９、１９７５、１９７６

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

大川１９５９・１９７５・１９７６（以上３筆について次の図に示す部

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

渡辺病院 松山市空港通７丁目１３番
３号

医療法人ミネル
ワ会

平成３０年
１月３日
まで

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

星岡地区
天山地区
来住地区
柳谷地区
河中地区
堀江地区の一部
梅木地区
東川地区
堀江地区の一部
内宮地区
和気地区

平成２７年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 （概況調査）
〃 〃
〃 〃

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 灘地区（西宇和郡
伊方町） 平成２６年９月１６日

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他の規格
生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年１２月
２５日

愛媛県
第１２８５
号

副産石
灰肥料

たらち
ね

アルカ
リ分
４０．０
く溶性
苦土
２．０

含有を許され
る有害成分の
最大量及びそ
の他の制限事
項は、公定規
格のとおり

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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��������������

分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１２号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件のすべてを満たす者でなければ、受けることができな

い。

�～� 省略

� 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届

出、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定に

よる届出及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規

定による届出をしていること（これらの規定が適用されない場

合を除く。）。

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

� 前条第２項第４号の要件を満たすことを証する書類

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件のすべてを満たす者でなければ、受けることができな

い。

�～� 省略

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�～� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

省略 省略

省略
ふ り が な

商号又は名称
ふりがな

氏名（法人にあっては、代表者の氏名） �

省略

省略

商号又は名称

氏名（法人にあっては、代表者の氏名） �

省略

①申請要件 ①商号又は名称 （ふり

がな）

②代表者

氏名

（ふり

がな）

③担当者

氏名□地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７

条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しない

者であること。

□森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関す

る要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号。以下「要綱」とい

う。）第２条第２項に掲げる要件を全て満たしている者であるこ

と。

②申請事務担当者

職氏名 電話 電子メールアドレス

③主たる事業所 省略 ④主たる事業所 省略

④その他の事業

所

省略 ⑨

資

省略 ⑤その他の事業

所

省略 ⑩

資

省略

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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⑤林業事業体改

善計画認定状

況

省略 本

金

額

⑥林業事業体改

善計画認定状

況

省略 本

金

額

⑥ 営 業 の 沿 革 ⑩流動利率 省略 ⑦ 営 業 の 沿 革 ⑪流動利率 省略

省略 省略 省略 省略

⑪前期繰越利益

省略

省略 ⑫前期繰越利益

省略

省略

⑫当期利益

省略

省略 ⑬当期利益

省略

省略

⑬引当金＋法定準備

金＋任意積立金の

合計額

省略 ⑭引当金＋法定準備

金＋任意積立金の

合計額

省略

⑭欠損の額 省略 ⑮欠損の額 省略

⑦営業年数 省略 ⑮森林整備工事以外

に行っている営業

の許可番号

⑧営業年数 省略 ⑯森林整備工事以外

に行っている営業

の許可番号

⑧営業内容 省略 ⑨営業内容 省略

⑯森林整備工事種類別発注者別完成工事高

省略

⑰森林整備工事種類別発注者別完成工事高

省略

省略 省略

⑰主要保有機械器具 �法人役員、事業主、職員

及び常用労務者数

⑱主要保有機械器具 �法人役員、事業主、職員

及び常用労務者数

省略 省略

⑱労働福祉の状況 �経営業務管理責任者の略歴 ⑲労働福祉の状況 �経営業務管理責任者の略歴

雇用保険加入状況 加入・適用除外
省略 失業保険 職 員 労 務 者 省略

一般 有・無

日雇 有・無

一般 有・無

日雇 有・無
健康保険加入状況 加入・適用除外

健康保険 職 員 労 務 者

厚生年金保険加入状況 加入・適用除外
一般 有・無

日雇 有・無

一般 有・無

日雇 有・無

省略 省略

⑲労働災害発生状況 �技術職員の略歴 ⑳労働災害発生状況 �技術職員の略歴

省略 省略 省略 省略

⑳主要取引金融機関名 �主要取引金融機関名

省略 省略

�入札、見積り、契約及び契約に基づく行

為に使用する印鑑

�過去３箇年間における最

高工事の経歴

�入札、見積り、契約及び契約に基づく行

為に使用する印鑑

�過去３箇年間における最

高工事の経歴

省略 省略

注１ 省略

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。

３ �及び�の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員が

要綱

第２条第１項第１号の表 に掲げる要件を満たすこ

とについて詳記すること。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

	 要綱第２条第２項第４号の要件を満たすことを証す

る書類

注１ 省略

２ �及び�の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員が

森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格

審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）

第２条第１項第１号の表の左欄に掲げる要件を満たすこ

とについて詳記すること。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略
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�愛媛県告示第１３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２７年１月９日から２２日まで

�������
�愛媛県告示第１４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

宇和島市戸島１８８４番から同１８８８番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１７メー

トル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（宇和島市戸島１８８４番地先の臨港道路に設置された金

属鋲）は、北緯３３度１１分４７秒、東経１３２度２１分３７秒の地点

１点は、基点から真北１９度５５分４２秒６６．３２メートルの地点

２点は、１点から真北２８度５１分５４秒１１．１７メートルの地点

３点は、２点から真北１１８度５１分５４秒１２０．５０メートルの地

点

ウ 面積

１，５９７．５７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

宇和島市戸島１８８４番から同１８８２番４までの地先公有水面及

び陸域

イ 区域

次のＡ点からＪ点を順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ点を

直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（宇和島市戸島１８８４番地先の臨港道路に設置された金

属鋲）は、北緯３３度１１分４７秒、東経１３２度２１分３７秒の地点

Ａ点は、基点から真北１７４度０５分１１秒９．４７メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３０度０５分３０秒６７．７３メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１１８度５１分５３秒１８８．４３メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２０８度５０分２２秒７５．７０メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３０３度１８分１８秒６１．３２メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３００度３８分３４秒１７．１８メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２９７度１４分５０秒１．３１メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３０１度３５分４０秒８．６５メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３００度１６分３７秒２１．６２メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２９９度５６分１３秒１９．５１メートルの地点

ウ 面積

１３，３４８．９３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成２６年１２月２５日

�������
�愛媛県告示第１５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

池ノ浦（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第３３６号）

池ノ浦の項で指定した標柱４号と標柱３号を結んだ線、標柱３号と

次に掲げる地番の土地に存する標柱６号から標柱７号までを順次結

んだ線及び標柱７号と標柱４号を結んだ線に囲まれた区域

�������
�愛媛県告示第１６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタル撮影、写真地図作成）

２ 作業期間 平成２６年５月１日から

９月３０日まで

３ 作業地域 新居浜市全域

�������
�愛媛県告示第１７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路現況平面図作成）

２ 作業期間 平成２６年９月１９日から

１１月２８日まで

３ 作業地域 松山市の一部

市 町 大 字 字 地 番 標 柱

宇和島市吉田町 深浦 ウラノオク ３番地耕地１７２番１ ６号

３番地耕地１６１番１ ７号

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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�愛媛県告示第１８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社ダスキンプロダクト中四国

広島県山県郡北広島町大朝３８１７番地８

代表取締役 千種 秀

２ 工場の名称及び所在地

株式会社ダスキンプロダクト中四国愛媛工場

西条市小松町新屋敷甲２０２１番地１

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ３－１（新設）

� ３－３（新設）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手３日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５０

最大 ５５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５００

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４７．２

最大 ５５．９

備考 汚水等は、新設の汚水等の処理施設が使用開始されるまで既設の汚水
等の処理施設にて処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成２７年３月２日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２７年９月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径１．５メートル 高さ３．８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 油水分離

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１．５～１２

最大 １１～１２．５

通常 １１．３～１１．８

最大 １１～１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３，０００

最大 ３，５００

通常 １，８００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，５００

最大 ４，０００

通常 ３，０００

最大 ３，５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ４０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６

最大 ７

通常 ６

最大 ７

備考 処理後の汚水等は３－３（新設）にて処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成２７年３月２日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２７年９月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び生物処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理及び生物処理

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市楠河土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市坂本地区土地改良区の定款の変更を認可した。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 三 宅 哲 明 西条市河原津甲５４１番地２

〃 松 木 時 政 西条市河原津甲８６番地５

〃 丹 下 光 兼 西条市楠甲８８番地

〃 玉 置 久 志 西条市楠甲７９０番地

〃 武 田 省 二 西条市河原津甲４７６番地１

〃 阿 部 勝 房 西条市河原津甲５０４番地１

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 渡 邉 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 青 野 伊佐美 西条市楠甲４５３番地８

〃 原 譲 二 西条市楠乙４５４番地２２

監 事 大 岩 賢 兒 西条市河原津甲２２１番地

〃 莖 田 洋 二 西条市河原津甲９４０番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 木 虎 正 西条市河原津甲１４９番地６

〃 武 田 公 道 西条市河原津甲５０５番地３

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 伊 東 輝 明 西条市河原津甲６１６番地１

〃 青 野 秀太郎 西条市河原津甲９３４番地

〃 青 野 伊佐美 西条市楠甲４５３番地８

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 玉 置 久 志 西条市楠甲７９０番地

〃 丹 下 光 兼 西条市楠甲８８番地

〃 松 木 哲 雄 西条市河原津乙７番地８４

〃 松 木 紀 西条市河原津乙４番地５

〃 大 岩 賢 兒 西条市河原津甲２２１番地

監 事 渡 辺 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１５

最大 ２４２

備考 この他に雨水排水口が２箇所ある。

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及びコンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１１．４メートル 横２４．４メートル
高さ８．５メートル及び縦１４．６メートル
横１４．３メートル 高さ５．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集浮上、生物処理及び活性炭吸着ろ過
処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６５０

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 １，２００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０１

最大 ３５４

通常 ３０１

最大 ３５４

備考 処理後の汚水等の一部は、再利用する。

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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平成２７年１月９日 愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

津島町中央土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

肱川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１月９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 保 志 宇和島市下波３７５５

〃 梅 村 健 則 宇和島市津島町近家甲２０９－１８

〃 藤 岡 功 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

〃 細 川 陽 一 宇和島市津島町北灘丁１２０８

〃 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

〃 河 野 孝 宇和島市吉田町白浦１４３９

〃 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

〃 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

監 事 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 清 家 茂 宇和島市津島町近家甲２５３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 細 川 陽 一 宇和島市津島町北灘丁１２０８

〃 梅 村 健 則 宇和島市津島町近家甲２０９－１８

〃 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

〃 藤 岡 功 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

〃 河 野 孝 宇和島市吉田町白浦１４３９

〃 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

監 事 清 家 茂 宇和島市津島町近家甲２５３

〃 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 田 章 大洲市肱川町山鳥坂３３６番地

〃 土 居 貞 丸 大洲市肱川町宇和川１３５番地

〃 冨 永 清 輝 大洲市肱川町山鳥坂３４２４番地

〃 山 下 道 教 大洲市肱川町予子林１４４５番地

〃 冨 永 喜 一 大洲市肱川町山鳥坂１００３番地

〃 堀 井 一 男 大洲市肱川町宇和川２１８５番地

〃 今 宮 雅 司 大洲市肱川町大谷２０１４番地

監 事 冨 永 利 彦 大洲市肱川町山鳥坂１３４１番地

〃 中 田 勇 男 大洲市肱川町名荷谷１８１５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 田 章 大洲市肱川町山鳥坂３３６番地

〃 土 居 貞 丸 大洲市肱川町宇和川１３５番地

〃 冨 永 清 輝 大洲市肱川町山鳥坂３４２４番地

〃 山 下 道 教 大洲市肱川町予子林１４４５番地

〃 小 中 正 信 大洲市肱川町大谷２４８０番地

〃 冨 永 喜 一 大洲市肱川町山鳥坂１００３番地

〃 堀 井 一 男 大洲市肱川町宇和川２１８５番地

監 事 冨 永 利 彦 大洲市肱川町山鳥坂１３４１番地

〃 中 田 勇 男 大洲市肱川町名荷谷１８１５番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第３８号

平成２６年１２月２４日
伊予市宮下字北谷１９９３番４、１９９３番５

伊予市宮下８３７番地５

玉 井 武

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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公 告

�公 告

平成２７年度及び平成２８年度において県が発注する森林整備工事

（造林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）

に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下

「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期

及び方法等を、次のとおり定めた。

平成２７年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成２７年１月１９日（月）から２月１６日（月）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成２７年度及び平成２８年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成２９年度及び平成３０年度の資格審査

平成２９年度及び平成３０年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成２８年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問い合わせ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２６００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥首五十崎線
大洲市成能字舟戸甲１０３１番３から

同市成能字中野甲１２７２番１まで

旧 １９．７～２６．５
及び

４．４～８．５

０．０８６
及び
０．０８２

新 １９．７～２６．５ ０．０８６

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県東予地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県東予地方局産業経済部今治支局森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－２１９３

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６７

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局産業経済部久万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地の１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書

競 争 入 札 等 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書

第 号

年 月 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名 様

愛 媛 県 知 事 �

１ 資 格 の 有 無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有 効 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま

で

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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監 査 公 表

公安委員会訓令

�公表第１号
定期監査結果の公表（平成２６年１０月公表第１５号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２７年１月９日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

次の表の訂正前の欄に掲げる内容を同表の訂正後の欄に掲げる内容に下線で示すように訂正する。

�愛媛県公安委員会訓令第１号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年１月９日

愛媛県公安委員会委員長 山 本 泰 正

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

訂 正 後 訂 正 前

省略 省略

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日 監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部

省略

平成２６年７月１４日、

平成２６年７月１７日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部

省略

平成２６年７月１４日、

平成２６年７月１７日

（監査の結果）

省略

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

（監査の結果）

省略

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考 区 分
収入未済額（円）

備 考
現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計

２５年度 ３１２，６７２，２１０ ６９２，６０８，１４３ １，００５，２８０，３５３ 金額は各

年度の決

算による

２５年度 ３０４，３５９，６２４ ６９２，６０８，１４３ ９９６，９６７，７６７ 金額は各

年度の決

算による

２４年度 ３３５，７０１，８３７ ８６４，４１３，００９ １，２００，１１４，８４６ ２４年度 ３３５，７０１，８３７ ８６４，４１３，００９ １，２００，１１４，８４６

差引増減 △２３，０２９，６２７ △１７１，８０４，８６６ △１９４，８３４，４９３ 差引増減 △３１，３４２，２１３ △１７１，８０４，８６６ △２０３，１４７，０７９

（総務企画部）

２～８ 省略

（総務企画部）

２～８ 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

災害対策基本

法（昭和３６年法

律第２２３号）

１・２ 省略

３ 第７６条の４第１項の規定による道路管理者に

対する道路の区間の指定等の要請

災害対策基本

法（昭和３６年法

律第２２３号）

１・２ 省略

愛 媛 県 報平成２７年１月９日 第２６３６号
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選挙管理委員会告示

��������������

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�～� 省略

� 交通部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

災害対策基本

法施行令（昭

和３７年政令第

２８８号）

１ 第３３条の３の規定による道路管理者からの指

定をしようとする道路の区間及びその理由の通

知の受理

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 交通規制課長

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 交通規制課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

災害対策基本

法施行令

１・２ 省略 災害対策基本

法施行令（昭

和３７年政令第

２８８号）

１・２ 省略

省略 省略

�・� 省略 �・� 省略

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

帽子大輔後援会 帽 子 大 輔 帽 子 保 松山市道後町二丁目３－２３ 平成２６年１１月５日

赤尾哲後援会 赤 尾 哲 赤 尾 晶 代 新居浜市北新町１３－６０ 平成２６年１１月２８日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

今治市医師連盟 代 表 者 木 本 眞 羽 鳥 重 明 平成２６年１１月２５日

維新の党衆議院愛媛県第
４選挙区支部 政 治 団 体 の 名 称 維新の党衆議院愛媛県第４選挙区

支部
維新の党衆議院愛媛県第３選挙区
支部 平成２６年１１月２８日 政党の支部

主たる事務所の所在地 宇和島市栄町港３丁目１－８ 西条市西田甲４５０－１
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２７年１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

砂 野 哲 彦 後 援 会 砂 野 哲 彦 平成２６年１０月２７日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

帽 子 大 輔 愛媛県議会議員 帽子大輔後援会 松山市道後町二丁目３－２３ 帽 子 大 輔 平成２６年１１月５日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

備 考

砂 野 哲 彦 松山市議会議員 砂野哲彦後援会 松山市上野町甲１１５３番地 砂 野 哲 彦 平成２６年１１月２５日

平成２７年１月９日 発行
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